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高松市地域包括支援センター運営業務委託モデル事業法人評価基準 

 

 

№ 評価項目 評価点 配点 

１ 法人に係る事項 ２０ 

(１) 法人概要 10 

 
ア 法人理念・運営方針 法人理念・運営方針などから委託に適した法人であるか。 ( 5) 

イ 財政基盤 安定的、継続的に法人運営が可能な財政基盤があるか。 ( 5) 

(２) 法人実績 10 

 

ア 高齢者福祉に関する

事業実績 

包括センターの運営に生かせる事業実績があるか。 

・老人介護支援センター事業を実施する法人には３点 

・その他、高齢者福祉に関する事業を実施する法人には２点 

( 5) 

イ 介護保険サービスに

関する事業実績 

指定介護予防支援事業所業務の実施に生かせる実績があるか。 

・指定居宅介護支援事業を実施する法人には３点 

・その他、介護保険サービスに関する事業を実施する法人には

２点 

( 5) 

２ 地域包括支援センター運営に係る事項 ９５ 

(１) 認識及び体制 25 

 

ア 応募動機 応募動機が真摯であり、運営に対する意欲や積極性があるか。 ( 5) 

イ 応募圏域の認識 圏域の特性や地域課題について把握しているか。 ( 5) 

ウ 役割認識 基本的な機能・役割を理解し「地域包括ケア」の中核機関とし

て役割を果たせるか。 
( 5) 

エ 地域のネットワーク

づくり 

地域の関係機関や関係職種との連携体制を整えられるか。 
( 5) 

オ 公正・中立性の確保 公益性の視点を持ち、公正・中立性を確保するための方策が整

っているか。 
( 5) 

(２) 職員配置 20 

 

ア 職員の配置 ３職種職員が確保されているか。 (10) 

イ 欠員が生じた場合の

体制確保 

３職種に欠員が生じた場合の体制確保策は適切か。 
( 5) 

ウ 人材育成等 職員の資質向上や専門性向上に向けた取り組みを検討してい

るか。また、職員の健康管理体制が整えられているか。 
( 5) 

(３) 業務に関する事項 30 

 
ア 実態把握 高齢者の実態を把握し、地域課題や支援のニーズを捉える、実

行可能な取組や体制があるか。 
( 5) 
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イ 権利擁護業務 虐待対応、消費者被害防止における包括センターの役割を正し

く理解し、実行可能な体制があるか。 
( 5) 

ウ 認知症総合支援事業 地域の実情に応じた支援の取り組みを検討しているか。 ( 5) 

エ 包括的・継続的ケア

マネジメント支援 

包括的・継続的ケアマネジメント支援について正しく理解し、

実行可能な体制があるか。 
( 5) 

オ 指定介護予防支援等

業務 

自立支援・重度化防止等に資するケアマネジメントを行うため

の取組を考えているか。 
( 5) 

カ その他（任意） 包括センターの役割や地域課題を踏まえた提案があるか。 ( 5) 

(４) 実施体制・緊急時の対応 20 

 

ア 夜間等時間外 夜間等時間外の相談・対応体制が整えられているか。 ( 5) 

イ 緊急時の対応 緊急時の対応体制が整えられているか。 ( 5) 

ウ 苦情処理の対応 苦情に対し適切な処理ができる体制を整えているか。 ( 5) 

エ 個人情報の保護・管

理 

個人情報について適切かつ安全に管理できる体制を整えてい

るか。 
( 5) 

３ その他 ２５ 

(１) その他 25 

 

見積金額（総額） 最も低い見積金額(a)を提示した法人を25点とし、２位以下

については次の数式で算出する。 

20点 × �1 −
見積金額− (a)
提案上限額− (a)

�+ 5点 

(25) 

計 １４０ 

※見積金額が限度額を超過している場合は、評価点は算出せず失格となる。 

 

【「提案内容」の評価基準】 

各評価項目は、０～５点までの６段階で評価する。  

(１)非常に優れた提案である場合には、「５点」とする。 

(２)優れた提案である場合には、「４点」とする。 

(３)標準的である場合には、「３点」とする。 

(４)やや物足りない提案である場合には、「２点」とする。 

(５)特に物足りない提案である場合には、「１点」とする。 

(６)評価内容を満たしていない場合や劣悪な提案である場合には、「０点」とする。 

 

職員の配置の項目には「加重」を設けることとし、各項目の得点を次のように算出する。 

（得点）＝（評価点）×２（加重） 

 


